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錦秋の信濃国分寺三重塔（国重要文化財）（表）

　大化の改新（６４５年、大化元年）を契機として、大和王権は中国の律令制を取り入れ、中央集権
国家の確立を目指した。新政権は国造（くにのみやつこ）や豪族の支配に依拠した地方支配のありか
たを改めるために先ず、「東国」を８つの地域に分け、それぞれの地域に中央の官人からなる、いわ
ゆる「東国国司」を派遣して、人口や土地の実情を調査させた。その後１０年位をかけて、旧来の国
造の支配領域を再編し、「評（こおり）」と呼ばれる行政区域を置く政策を実施した。
それから約５０年、一定の経緯を経て、７０１年（大宝元年）には大宝律令が作られ、地方行政の
機構も国評里制が国郡里制へと改まり、「科野」から「信濃」へ国名が変更になったと言われている。
７４１年（天平１３年）聖武天皇が各国ごとに、国分寺・国分尼寺を創建させ、上田盆地に信濃国
分寺・国分尼寺が建立されることとなった。
現在の信濃国分寺本堂、三重塔等は千曲川の右岸、国道１８号の東側、しなの鉄道信濃国分寺駅隣
りにあるが、この場所へは平安時代の末期、源頼朝の命で、１１９７年（建久８年）に移転したと伝
えられている。建物の様式上は室町中期の建立と推定され、昭和７年～８年に全面解体修理が行われ
た。全高約２０ｍ、外観は軒反が強く壮麗な和唐折衷様式で、内部は純唐様式で大日如来が安置され
ている。

錦秋や天平文化信濃路に   達幸

秋時雨の信濃国分寺本堂（長野県宝）（裏）

　信濃国分寺本堂は薬師堂、八日堂とも言われている。江戸時代の末期、１８４０年（天保１１年）～
１８６０年（万延元年）の建造とされている。東北信では善光寺に次ぐ規模で、高さは約１７ｍ、梁
間約７. ２８ｍ（４間）、桁行約１０. ９２ｍ（６間）の入母屋造、妻入りの建造物である。
当時の棟梁は佐久耳取村の田島喜平、彫工は地元出身の竹内八十吉で、瓦師は三河から招かれてい
たと記録にあるという。
薬師如来を安置し、巳年開扉以外は秘仏で、日光、月光両菩薩を脇侍とし、十二神将像が安置され
ている。
当寺は、国分寺創立の詔に基づく八日の祈願の伝統から、古来八日堂の別称があり、毎年正月７日
から８日にかけて行われる八日堂縁日にはドロヤナギ（泥柳）で作られた六角柱型厄除けの蘇民将来
符が売られ、ダルマ市が出るなど賑わいをみせる。

初春や蘇民伝説いまに生き   達幸

■撮影データ
カメラ： Nikon D300　レンズ： NIKKOR 12mm ～ 24mm f/4G ED AF にて

表紙・裏表紙の写真説明

会員　高橋達幸
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　会報誌「鑑定しなの」第 21 号の発刊にあたりまして、
ご挨拶申し上げます。
　全国的に自然災害が多発しまして、県内におきまして
も、南木曽町では平成 26 年 7 月に土石流災害が発生、
また平成 26 年 9 月には御嶽山の噴火により甚大な被害
が発生し、いずれも尊い人命が失われました。被災され
た方々にお見舞い申し上げます、と共に亡くなられた
方々に衷心より御冥福をお祈り申し上げます。
　平成 26 年 4 月 1 日に消費税が 8％に増税され、今年
度が始まりました。消費税増税の駆け込み需要の反動に
よる買い控え、また天候不順であったことも加わり、消
費はやや陰り始めましたが、一方円安の影響もあり消費
者物価指数は上昇傾向にあります。
　県内の地価は二極化傾向にありますが、下落率は緩和
若しくは横這い傾向、更には上昇傾向の地域と様々です。
　平成 26 年 9 月、安倍内閣が第二次内閣改造を行いま
した。経済全体においては景気回復の兆しも伺えますが、
個人所得・個人消費の面からは未だ景気回復を実感でき
ない状況にあります。金融政策・財政政策・成長戦略の
所謂「アベノミクスによる 3 本の矢」のうち、成長戦略
の効果を特に期待しますが、平成 26 年 11 月の衆議院
解散後に成立した第三次安倍内閣による政策の動向が注
目されます。
　なお、ノーベル物理学賞を 3 名の日本人が受賞したこ
とは、大変名誉なことであり、また日本人の誇りです。
心よりお祝い申し上げます。
　さて長野県不動産鑑定士協会は、平成 25 年 4 月 1 日
に、法人制度改革により社団法人から一般社団法人に移
行し 2 年目が過ぎました。新制度での公益目的事業の
ひとつである定期的無料相談会は例年通り開催されまし
た。もう一つの研修会は、改正不動産鑑定評価基準に関
する研修に加え、公益社団法人岐阜県不動産鑑定士協会
との合同研修会を盛会に開催しました。

　社会の付託に答えることができましたし、不動産鑑定
士としての資質の向上に貢献できました。
　その他事業としての地価調査書の発行・ホームページ
の更新・調査研究結果等を掲載した会報誌の発行・各種
委託事業も円滑に実施することができました。このうち、
昨年度に地価調査書の発行形態をホームページから閲覧
するように変更しましたが、今年度は更に見易い表示に
変更しました。
　なお平成 27 年度評価替えに伴う時点修正の年度に当
たりましたが、次回評価替えに伴う固定資産標準地評価
時に行う接点調整のための資料作成の準備作業に着手し
ました。一層精度の高い接点調整作業により、市町村の
基幹税である固定資産税の課税制度に対し、更に寄与で
きるものと期待しています。
　既に述べたとおり平成 25 年 4 月 1 日に一般社団法人
に移行しましたが、昨年度は社団法人長野県不動産鑑定
士協会設立 20 周年でした。また今年度は、社団法人日
本不動産鑑定協会関東甲信会長野県部会が昭和４９年に
発足後４０周年を迎えました。奇しくも節目の時期が集
中しました。いままで円滑に活動を継続しこの節目の時
期を迎えられたことは、諸先輩方のご苦労に負っており
ますと共に、関係各位の御指導・御協力・御鞭撻による
ものと深く感謝しております。また更に今までの実績を
受け継ぎ今後の発展に邁進することが必要となります。
節目の時期を契機に、過去から未来への継続性と発展を
心に刻みたいと思います。
　今後も、不動産鑑定士としての社会的役割を自覚し、
その役割を果たせるように、能力面と倫理面での向上に
繋がる努力を重ねる所存です。関係各位におかれまして
は、旧来同様の御指導と御支援を賜りますようお願い申
し上げます。
　最後になりましたが、皆様の一層の御活躍と御発展を
祈念申し上げます。
　これをもちまして、発刊の挨拶とさせて頂きます。

挨拶

ごあいさつ

一般社団法人 長野県不動産鑑定士協会
会長  宮原 一繁
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　会報誌「鑑定しなの」第 21 号の発刊に当たり、一言
ごあいさつ申し上げます。
　会員の皆様方には、日ごろから県の土地対策の推進
に格別な御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　貴協会におかれましては、公益事業として、不動産
鑑定評価制度の普及啓発を図るための研修会や無料相
談会を積極的に実施されるとともに、評価研究事業、
公的土地評価事業を計画的に行い、不動産鑑定士とし
ての社会的責務を果たされ、協会並びに不動産鑑定士
の地位向上に努めておられることに深く敬意を表する
次第です。

　また、今年度も会員の皆様の御協力により、地価調
査事業が円滑に実施できたことを重ねて御礼申し上げ
ます。
　平成 26 年地価調査は、リニア中央新幹線新駅建設予
定地周辺の地価動向を早期から把握するため、飯田市
新駅周辺に調査地点を５地点増設して実施しました。
　本県の状況を見ますと、平均変動率が住宅地で
-2.1％と 18 年連続、商業地で -3.1％と 22 年連続の下
落となりましたが、下落幅はともに前年より縮小しま
した。住宅地では軽井沢町の５地点で上昇し、長野市、
松本市などの 22 地点で横ばいとなるとともに、商業地
では軽井沢町の３地点で横ばいとなりました。県内の
商業地で横ばい地点が現れたのは平成 20 年以来６年ぶ
りになります。

　本県では、2015 年３月の北陸新幹線（長野経由）の
金沢延伸が迫るとともに、昨年 10 月には東京―名古屋
間のリニア中央新幹線の工事実施計画が認可され、今
後これらの地域を中心にますます土地取引が活発化す
ることが予想されます。県といたしましては、これか
らも適正な地価の形成に寄与するため、地価動向を注
視していく所存です。

　さて、本県では平成 26 年度に組織改正を行い、土
地対策に関する業務は「地域振興に関連する総合窓口」
として新設された地域振興課で担当することになりま
した。地方を中心に人口減少が進み、全国的に人口減
少防止への取り組みや、人口減少社会への対応が本格
化する中、今後も快適で暮らしやすいまちづくりの実
現のため、計画的、総合的な県土の利用を確保し、適
正で合理的な土地利用と土地取引の適正化を推進して
まいりますので、貴協会並びに会員の皆様の御理解と
御協力をお願い申し上げる次第です。

　最後になりましたが、貴協会のますますの御発展と
会員の皆様方の御活躍を祈念申し上げましてごあいさ
つといたします。

挨拶

ごあいさつ

長野県企画振興部長
原山 隆一 
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　平成 26 年４月１日及び平成 27 年以降の消費税率の
引上げに際し、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保の
ための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する
特別措置法」（以下「消費税転嫁対策特別措置法」とい
う。）が、平成 25 年 10 月１日に施行されたところです。
　今回は、消費税転嫁対策について、当課が県内の不
動産鑑定業に関する情報受付窓口となっていることか
ら、「鑑定しなの」の貴重な紙幅をいただき、「消費税
転嫁対策特別措置法」について、本法律の趣旨や長野
県が担う役割を紹介させていただきます。

I. はじめに

　「消費税転嫁対策特別措置法」は、平成 26 年４月１
日及び平成 27 年以降の消費税率の引上げに際し、以下
の特別措置を講ずることにより、消費税の円滑かつ適
正な転嫁を確保することを目的として制定されたもの
です。
　今般の消費税率引上げに当たり、中小事業者を中心
に、消費税の価格への転嫁について懸念が示されてい
ることから、これらの中小事業者等が消費税を価格へ
転嫁しやすい環境を整備するため、国では本法律等に
より監視・取締りを行っていくこととしています。

 「消費税転嫁対策特別措置法」による特別措置

①消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
②消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
③価格の表示に関する特別措置
④消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為
　に関する特別措置

以下、各特別措置の概要について紹介します。

II. 特別措置の概要

①消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する
   特別措置
　消費税の転嫁拒否等の行為を取締り、当該行為を是
正又は防止するために必要な法制上の措置。

○対象となる事業者

○禁止される行為
1. 減額
　特定事業者が、特定供給事業者から供給を受ける商
品又は役務について、合理的な理由なく既に取り決め
られた対価から事後的に減じて支払うこと。
　（例 : 対価から消費税率引上げ分の全部又は一部を減
じる場合）

2. 買いたたき
　特定事業者が特定供給事業者から供給を受ける商品
又は役務の対価について、合理的な理由なく通常支払
われる対価よりも低く定める行為。
　（例 : 対価を一律に一定比率で引き下げて、消費税率
引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よ
りも低い対価を定める場合）

3. 商品購入、役務利用又は利益提供の要請
　特定事業者が、特定供給事業者から供給を受ける商
品又は役務について、消費税率引上げ分の全部又は一
部を上乗せする代わりに、特定供給事業者に商品を購
入させ、役務を利用させ又は経済上の利益を提供させ
る行為。
　（例 : 自社の指定する商品を購入しなければ、消費税
率引上げに伴う対価の引上げに当たって不利な取扱い
をする旨を示唆する場合）

4. 本体価格での交渉の拒否について
本体価格（税抜価格）での交渉の拒否とは、商品又は
役務の供給の対価に係る交渉において消費税を含まな
い価格を用いる旨の特定供給事業者からの申出を拒む
こと。
　（例 : 特定事業者が、本体価格に消費税額を加えた総

消費税転嫁対策特別措置法について
長野県企画振興部地域振興課

特集

特定事業者
(転嫁拒否等をする側）

特定供給事業者
（転嫁拒否等をされる側）

1 大規模小売事業者 大規模小売事業者に継続し
て商品又は役務を供給する
事業者

2 右欄の特定供給事業者から
継続して商品又は役務の供
給を受ける法人事業者

○資本金等の額が３億円以
下の事業者
○個人事業者等
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額しか記載できない見積書等の様式を定め、その様式
の使用を余議なくさせる場合）

5. 報復行為
　特定供給事業者が公正取引委員会等に転嫁拒否等の
行為に該当する事実を知らせたことを理由として、取
引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱
いをすること。

②消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する
   特別措置
　消費者の誤認を招き、他の事業者による円滑な転嫁
を阻害する宣伝・広告等を是正又は防止するために必
要な法制上の措置。

○禁止される表示
1. 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
　（例 :「消費税は転嫁しません。」）

2. 取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減
ずる旨の表示であって消費税との関連を明示している
もの
　（例 :「消費税率上昇分値引きします。」）

3. 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提
供する旨の表示であって２に掲げる表示に準ずるもの
として内閣府令で定めるもの
　（例:「消費税増税分を後でキャッシュバックします。」）

③価格の表示に関する特別措置
　消費税の総額表示義務について、表示する価格がそ
の時点における税込価格であると誤認されないための
措置を講じている場合に限り、税込価格を表示するこ
とを要しないための必要な法制上の措置。

誤認防止措置に該当する表示の具体例

④消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る
   共同行為に関する特別措置

　事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテル及び表示
カルテルについて、平成元年の消費税導入時と同様の
独占禁止法の適用除外制度を設ける（公正取引委員会
への事前の届出が必要）。

1. 転嫁カルテル
　消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為
　（例 : 各事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価
格に消費税額分を上乗せする旨の決定）
※【注意】「本体価格を統一することの決定」は、適用
除外の対象にはならない。

2. 表示カルテル
　消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為
　（例 :「消費税込価格」と「消費税額」とを並べて表
示する旨の決定）

Ⅲ . 国等の責務

第１ 国民に対する広報の徹底
　国は、今次の消費税率引上げに際し、事業者が行う
消費税の円滑かつ適正な転嫁に資するよう、国民に対
し、今次の消費税率引上げの趣旨、転嫁を通じて消費
者に負担を求めるという消費税の性格及び政府の消費
税の円滑かつ適正な転嫁に関する取組について、徹底
した広報を行うものとする。

第２ 通報した者の保護等に関する万全の措置
　国は、今次の消費税率引上げに際し、この法律に違
反する行為の防止及び是正を徹底するため、この法律
に違反する行為に関する情報の収集、当該情報を国等
に通報した者の保護等に関し万全の措置を講ずるもの
とする。

第３ 調査、監視を行うための万全な態勢の整備
　国及び都道府県は、今次の消費税率引上げに際し、
この法律に違反する行為の防止及び是正を徹底するた
め、国民に対する広報、この法律に違反する行為に関
する情報の収集、事業者に対する指導又は助言等を行
うための万全の態勢を整備するものとする。

特集 : 消費税転嫁対策特別措置法について

○○○円（税抜価格）  ○○○円（税別） 

○○○円（本体価格）  ○○○円＋税  など 



6

Ⅳ . 長野県が担う役割

　長野県では、消費税の転嫁拒否行為等の情報や相談
を受け付けるとともに、転嫁拒否行為等を行っている
事業者が不動産鑑定業者の場合は、違反被疑者情報の
処理のほか報告・検査や指導・助言等も行う。

不動産鑑定業に関する長野県の相談窓口

企画振興部地域振興課土地対策係
電話 :026-235-7025（直通）

（受付時間 : 平日 8 時 30 分から 17 時 15 分まで）

Ⅴ . おわりに

　以上、簡単ではありますが、「消費税転嫁対策特別措
置法」について紹介させていただきました。
今後も更なる消費税率の引上げが予定されていますの
で、「消費税転嫁対策特別措置法」への適切な対応をお
願いいたします。
　なお、詳しくは、下記ＵＲＬより公正取引委員会（消
費税転嫁対策コーナー）のホームページをご覧くださ
い。

（http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/）

特集 : 消費税転嫁対策特別措置法について
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1. はじめに

　平成 27 年度固定資産（土地）の評価替えに向け、県
内市町村の各基準地の平成 27 年度価格について、去る
平成 26 年 11 月７日に長野県固定資産評価審議会で審
議が行われ、長野県知事からの諮問案のとおり承認さ
れました。この結果を受け、本県では同日付けで基準
地価格を第１表のとおり決定し、市町村あて通知（指
定市（後述）については、10 月 14 日付けで総務大臣
からの通知を受け指定市あてに通知）したところです。
　そこで本稿では、平成 27 年度評価替えの基本方針、
基準地価格の概要及び県内の平成 27 年度基準地価格の
状況等について説明をさせていただきます。

2. 平成 27 年度固定資産 ( 土地 ) 評価替えの
　 基本方針

(1) 土地評価の均衡化・適正化の推進
　宅地の評価については、公的土地評価の均衡化・適
正化を図る観点から、固定資産評価基準に基づき、平
成６年度評価替えから地価公示価格や鑑定評価価格等
の７割を目途として評価額を評定しており、平成 27 年
度評価替えにおいても、「７割評価」を実施し、評価の
均衡化・適正化を引き続き推進します。
　また、鑑定評価価格は、宅地の固定資産評価額の評
価の基礎となるものであることから、これを活用する
に当たっては、地価公示価格や県地価調査価格との均
衡、鑑定評価価格相互間の均衡を図ることが重要であ
るため、昨年１月に県下４ブロックにおいて、基準宅
地等の価格検討会議を貴協会と共同開催させて頂き、
広域的な情報交換等、所要の調整等が行われたところ
です。
　なお、宅地以外の土地（田、畑、山林）についても、
これらの土地に係る地価動向等を勘案しながら評価の
均衡化・適正化に努めます。

(2) 地価下落に対応した評価額の修正
　平成 27 年度評価替えに係る価格調査基準日（鑑定評
価における価格調査時点その他価格を把握するための

事務作業の基準日）は、平成 26 年１月１日とされてい
ます。
 しかし、地価の下落率は縮小しているものの、全国的
に依然として下落基調が継続していることから、地価
下落をできる限り反映させるため、平成 26 年県地価調
査の結果等を活用して、平成 26 年７月１日までの半年
間の変動率を評価額に反映させることができることと
されています。

(3) 路線価等の公開
　固定資産税における評価の適正の確保と納税者の評
価に対する理解の促進に資するために、引き続き全て
の路線価等の公開を行います。

3. 基準地価格の概要

(1) 基準地価格の意義
　基準地価格とは、市町村間の土地評価の均衡を確保
するための指標となるもので、市町村ごとに宅地、田、
畑及び山林の地目別に定められています。
　○宅地：各市町村における最高路線価又は各市町村 
　　　　　における標準的な宅地の１㎡当たりの価格   
　　　　　で最高のもの

(2)   基準地の選定
　市町村長は、宅地等について状況類似地区（地域）
ごとに標準地を選定し、この標準地のうちから「基準地」
として一つの標準地を選定します。
　宅地については、市街地宅地評価法（路線価方式）
を適用する市町村にあっては、最高の路線価を付設し
た街路に沿接する標準地を「基準地」として選定し、
その他の宅地評価法（標準地比準方式）のみを適用す
る市町村にあっては、標準地のうち単位地積当たりの
適正な時価が最高である標準地を「基準地」として選

特集

長野県内市町村の固定資産 ( 土地 ) に係る平成 27 年度の基準地価格等について
長野県企画振興部市町村課税制係

○田
○畑 
○山林

各市町村における標準的な田（畑、
山林）のうち、上級に属する一つの
田 (畑、山林 )の千㎡当たりの価格
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定します。
　また、市街地宅地評価法とその他の宅地評価法を併
用する市町村にあっては、市街地宅地評価法適用区域
から最高である標準地を、基準地として選定します。
　田及び畑については、純農地として評価した場合に
地勢・土性・水利等の状況を総合的に判断して上級に
属する標準地のうちから一つの標準地を「基準地」と
して選定します。
　山林については、純山林として評価した場合に地勢・
土層・林産物の搬出の便等の状況を総合的に判断して
上級に属する標準地のうちから一つの標準地を「基準
地」として選定します。

(3) 基準地価格の調整
　市町村長は、(2) で選定した基準地について、固定資
産評価基準に基づき適正な時価を評定し、総務大臣又
は都道府県知事へ報告します。
　なお、宅地の適正な時価の評定については、固定資
産評価基準の経過措置において、地価公示価格及び不
動産鑑定士による鑑定評価から求められた価格等の７
割を目途として評定するものとされています。
　この市町村長からの基準地価格等の報告に基づき、
総務大臣は指定市町村について、都道府県知事は指定
市町村以外の市町村について、評価の均衡上必要があ
る場合には、所要の調整を行います。この場合におけ
る指定市町村とは、全国的な評価の均衡を図るため、
総務大臣が提示平均価額を算定する市町村であり、宅
地にあっては都道府県庁所在市、田・畑・山林にあっ
ては各都道府県において地形及び利用条件等が標準的
な市町村とされています。本県では、田は松本市、畑
は塩尻市、山林は佐久市（平成 24 年度までは中野市）
がそれぞれ指定市とされています。
　基準地価格の調整結果については、指定市町村は総
務大臣が、指定市町村以外の市町村は都道府県知事が
当該市町村へ基準地価格を通知します。
　本県においては、市町村長が不動産鑑定評価等を基
に評定を行い知事に報告を頂きました平成 27 年度基
準地価格について、市町村間の評価の均衡等の観点か
ら検討した結果妥当なものであることを確認したため、
冒頭に記述したように長野県固定資産評価審議会の審
議を経た上で、市町村長からの報告どおり価格を決定
し、市町村長あて通知したところです。

4. 県内の平成 27 年度基準地価格等の状況

(1) 宅地の変動の状況（第２表、第３表及び第４表）
　①平成 27 年度基準宅地の価格の平均変動率（対 24
年度価格）は、基準宅地が変更された９市町村を除き、
単純平均で▲ 10.3％といずれも下落となりました。（第
２表）
　この平均変動率は、「７割評価」が導入された平成６
年度評価替え以降連続しての下落となっています。

　②前回評価替え時（21 年度価格に対する 24 年度価
格の変動率）と比較すると、町村平均の下落幅は大きく
なっているものの、市平均の下落幅が小さくなっており、
県全体では下落幅が小さくなっています。（第４表）
　また、評価変動割合の分布市町村数等の状況をみて
も、前回評価替え時の変動割合（21 年度価格に対する
24 年度価格の割合）の分布状況（表の左側）では、0.8
倍超 0.9 倍以下の市町村が 36 団体、0.9 倍超の市町村
は 31 団体ありましたが、今回の変動割合（24 年度価
格に対する 27 年度価格の割合）では、0.8 倍超 0.9 倍
以下は 32 団体と減少し、0.9 倍超の市町村は 35 団体
と増加していることから、県全体で見ますと基準地価
格は下落しているものの下落の幅は小さくなっている
ことが現れています。（第３表）

　③個々の団体ごとにみると、基準宅地の変更がなかっ
た 68 市町村のすべてにおいて平成 24 年度価格より
下落となり、下落率が最も大きいのは、野沢温泉の▲
27.2％で、次いで、東御市の▲ 18.0％、上松町の▲
17.9％、南木曽町の▲ 17.7％、小諸市の▲ 16.1％と
なっています。これらは、観光産業の低迷や郊外型量
販店への顧客流出等を要因とした地価下落が続いてい
ることによります。
　なお、基準地価格は平成 26 年１月１日時点の価格と
なりますが、前記２(2) で説明しました半年間の地価の
下落を反映させた場合の価格も参考として記載してい
ます。（第２表）

(2) 他の地目の変動の状況（第１表及び第４表）
　田、畑及び山林ともに、基準地が変更された市町村
を除き、平成 27 年度価格は平成 24 年度価格と変動が
ありません。

特集：長野県内市町村の固定資産 ( 土地 ) に係る平成 27 年度の基準地価格等について
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５. 山林の基準地価格について

　平成 26 年 11 月 7 日の長野県固定資産評価審議会に
おいて、用材林地としての山林の売買実例が少なくなっ
ている状況から、山林の実勢価格が基準地価格に近付
いている地点もあるのではないかとの意見がありまし
た。
　山林の下落率が農地よりも大きいこと、全国の指定
市町村の基準地価格の下落状況も考慮し、平成 30 年
度の評価替えに向けて、鑑定評価を実施するなどして、
実勢価格と固定資産評価額との乖離の状況を検証し、
見直しの必要性について検討することとしました。

６. おわりに

　固定資産税は、市町村の行政サービスを支える基幹
税として重要な地位を占めており、今後も引き続きそ
の役割を果たしていくことが求められています。
　そのためには、とりわけ課税の基本となる固定資産
の評価について納税者の信頼や理解を得られるよう、
より一層の透明性の確保や説明責任が求められている
ものと考えています。
　今後とも固定資産税の評価事務につきまして、より
一層の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。

特集：長野県内市町村の固定資産 ( 土地 ) に係る平成 27 年度の基準地価格等について
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特集：長野県内市町村の固定資産 ( 土地 ) に係る平成 27 年度の基準地価格等について
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特集：長野県内市町村の固定資産 ( 土地 ) に係る平成 27 年度の基準地価格等について
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特集：長野県内市町村の固定資産 ( 土地 ) に係る平成 27 年度の基準地価格等について
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特集：長野県内市町村の固定資産 ( 土地 ) に係る平成 27 年度の基準地価格等について
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特集：長野県内市町村の固定資産 ( 土地 ) に係る平成 27 年度の基準地価格等について
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特集：長野県内市町村の固定資産 ( 土地 ) に係る平成 27 年度の基準地価格等について
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　昨年度は、皆様のご協力により当初掲げた基本目標
である “ 裁判所サイドとの協働体制の強化と相互の情報
共有化 ” と云う目的が１年間の活動の中で、ほぼ実践で
きる体制が整ったのかなと感じています。そして、そ
の延長線上に今年度の活動の中心に成っている “ 競売
評価基準の改正 ” が御座います。平成 10 年頃に作成さ
れた “ 長野県競売不動産評価運用基準 ” のみでは、現在
の多様化する社会情勢に適応できない箇所もあり、諸
問題が発生すると判例タイムズの「競売不動産評価マ
ニュアル」を其の都度参考にしながら、担当裁判所の
書記官との打ち合わせの中で問題処理を行ってきたの
が現状であり、評価人個々の対応に任されていたのが
実態で有った。又、最近はビットを中心にした販売体
制が確立している中で長野県は日本列島の中心部に位
置し、南北に細長く地形的にも八ヶ岳連山、アルプス
の峰々等 2,000 ｍ級の山々で区切られて、気候や風土
も異なる地域的特性から各裁判所での独自性が強く統
一的な評価事務がし難い状況に在りました。
　その結果として、買受希望者に不要な混乱、疑念を
生じさせてしまう危険性を多分に有するので、従前か
ら県下での “ 統一的な判断基準 ” の必要性を痛感してお
り、裁判所の要請等から、常に議題には上がっており
ましたが、“ 基準改正 ” と云う内容の重大性と作業量の
膨大・煩雑さ及び具体的な作業経験の無さが相乗して
踏み出せないでいた。がしかし、昨年就任された森首
席書記官が評価の標準化・均一化が今後の長野県の競
売評価事務には不可欠な要素で有ると判断・提言され
て、前任地での経験をもとに作業スケージュールを作
成し、裁判所と評価人の果たすべき役割等の事項を具
体的に明示されて改正への道筋が示されて、現在それ
に沿った作業が順次進められております。
　総体的には裁判所を発刊の “ まとめ・責任者 ” とし、
原案を作成して評価人の立場からの意見も取り入れ、
両者での協議・すり合わせを行いながら纏める。裁判
所が示した年間スケージュールは

① 9 月 18 日・・   ・第 1 章～第 3 章までの書記官と
　　　　　　　　  評価人との合同会議
② 12 月 18 日・・第 4 章～第 6 章までの書記官と
　　　　　　　　  評価人との合同会議
③ 1 月 15 日・・  基準全体の纏め

④ 2 月１９日・・ 全体会「評価事務研究会」の
　　　　　　　　 打ち合わせ
⑤ 3 月 3 日・・・裁判官、書記官、執行官、評価人合
                         同の評価事務研究会を開催して新し
                         い基準の説明・実施をする。

　この基本方針に沿って急遽評価人サイドも “ 基準改正
プロジェクト ” を立ち上げる必要性が生じたので、幹事
会だけでなく全員の評価人に対して参加を募ったが希
望者が無く、幹事の皆さんにお願いせざるを得なくな
り、賛同頂いた方で以下の様な役割分担を決めて幹事
会で協議しながら原案を検討してゆく計画案を策定し
た。

①第 1 章　総則・・・平澤春樹　担当
②第 2 章　土地の評価・・・矢崎敏臣　担当
③第 3 章　土地利用権及びその付着する土地の評価
                ・・・高畑登　担当
④第 4 章　建物の評価・・・畔上豊　担当
⑤第 5 章　区分所有建物及び工場の評価
　　　　　・・・御子柴進次　担当
⑥ 6 章　収益還元法・・・大日方一成　担当
⑦その他　市場修正・・・・今牧一宏　担当

　各章ごとに中心人物を決め各担当者が補修正したも
のを月１回のペースで幹事会を開き全員で検討して裁
判所に提出し、相互に問題が生じるとフィードバック
しながら作業を進めてきました。現在は纏めの段階で
すので御協力頂いた幹事の皆さんと裁判所サイドで意
見交換しながら、全体的なバランス面から補修正を加
えて “ 長野県版の評価基準 ” の発刊に向けた準備を進め
ています。
　公的評価で忙しい中を割いて、この様な形で基準改
正プロジェクトに参加頂いた幹事の皆様に感謝をする
と伴に、その努力が「評価人の日々の評価業務」及び「新
たな評価人と成るべき人」の業務指針と成り、県下の
競売業務の “ 適正・迅速・公平 ” 化に貢献し、以て競売
評価制度が社会の信託に応えられる一助に成るものと
確信しております。

特集

今年の競売評価事務研究会の活動
競売評価事務研究会会長 西入 悦雄
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協会の活動内容

1. はじめに
　本調査は、国土交通省の発表している不動産取引価格情報（土地総合情報システム：http://www.land.mlit.
go.jp/webland/）にてダウンロードできるデータを基礎資料として分析するものである。
　調査対象地域は長野市及び松本市の住宅地の取引事例であり、都市計画区域外の取引事例、地積が 50㎡未満又は
500㎡超のもの、無道路地の取引事例を除いている。
　尚、平成 26 年のデータは公表されている第一四半期と第二四半期のみのものを使用して分析している。

2. 分析内容
・市街化区域又は市街化調整区域の平均単価の推移
・総額別取引件数の割合（土地のみ）
・総額別取引件数の割合（土地・建物）

３. 長野市の分析結果
・ 市街化区域又は市街化調整区域の平均単価の推移
　長野市の市街化区域内住宅地の平均単価は、平成 24 年までは比較的安定的に推移してきたものと考えられる。
平成 25 年に入ってからは下落傾向にあり、平成 26 年もその傾向が継続している。年間の下落率は平成 25 年の△
2.8％から平成 26 年の△ 4.8％と拡大傾向にある。

取引事例の分析結果の概要について
評価研究委員会

　長野市の市街化調整区域内住宅地の平均単価は過去三年間強い下落傾向にあったものの、平成 26 年には一転し
て上昇している。しかしながら、平成 25 年より以前の平均単価と比較すると低い水準にあり、長期間のトレンド
でみると下落傾向にあるとも考えられる。市街化調整区域の取引件数は、市街化区域における取引件数よりも少なく、
結果データ量も少ないことから数字にばらつきがみられる。
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協会の活動内容：取引事例の分析結果の概要について

　平成 21 年から平成 25 年までの 5 年間の変動率をみてみると、市街化区域内住宅地では年間△ 1.4％、市街化調
整区域内住宅地では年間△ 12.9％となる。平成 20 年の平均単価が例年に比べて著しく高い水準にあったことが原
因とも考えられるが、他の年で比較しても市街化調整区域内の住宅地の方が下落率が強い傾向が見受けられる。

・ 総額別取引件数の割合（土地のみ )
　土地の総額別取引件数の割合は、下図のとおりである。
　分析に当たってはデータ量が少なく変動が大きくなってしまうため、データ量を補完し趨勢的な動向を把握する
ことを目的として、三年の移動平均を用いて分析している。
　平成 22 年～平成 24 年が 1,000 万円～ 1,250 万円がピークだったのものの、現在のピークは 750 万円～ 1,000
万円となっており、総額が抑えられた取引が増えてきていることが分かる。尚、1,500 万円～ 2,000 万円の価格帯
にもピークがあり、異なった需要者層がうかがえる。
　低価格帯の取引が増えている反面、4,000 万円以上の取引件数も増えており、二極化の傾向がみられる。
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協会の活動内容：取引事例の分析結果の概要について

・ 総額別取引件数の割合（土地・建物 )
　土地・建物の総額別取引件数の割合は、下図のとおりである。
　土地のみの分析と同じく移動平均を使って分析をしている。
　前期は 1,500 万円～ 2,000 万円の価格帯の取引が最も多く、緩やかな山のような形を描いていたが、今期は 1,000
万円～ 3,000 万円までほとんど同じ割合となった。4,000 万円を超える高額物件が増えている反面、500 万円に
満たない物件の割合も増加している。
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協会の活動内容：取引事例の分析結果の概要について

４. 松本市の分析結果
・ 市街化区域又は市街化調整区域の平均単価の推移
　松本市の市街化区域内住宅地の平均単価は、昨年まで継続して下落基調にあったものの、平成 26 年に入って一
転上昇している。地価が上昇局面に入ったのか、地価の高い地域の物件がよく動いたのかは判然としないものの、
平均単価では 4 年前の水準近くまで戻している。平成 26 年のデータは上半期のもののみであることから、下期も
含めた合計の調査結果を見守る必要がある。

　松本市の市街化調整区域内住宅地の平均単価は昨年までは強い下落基調にあったものの、本年はほぼ横ばい程度
まで回復した。長野市と同様、市街化調整区域の取引件数は少なく、データ量が少ないことから調査結果のばらつ
きが目立つ。

　平成 21 年から平成 25 年までの 5 年間の変動率をみてみると、市街化区域内住宅地では年間△ 3.6％、市街化調
整区域内住宅地では年間△ 4.9％となっており、市街化調整区域の住宅地の方が若干下落率が強い傾向が見受けら
れる。この傾向は長野市も同様である。
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協会の活動内容：取引事例の分析結果の概要について

・ 総額別取引件数の割合（土地のみ）
　土地の総額別取引件数の割合は、下図のとおりである。
　長野市と同様三年の移動平均を用いて分析している。
　1,000 万円～ 1,250 万円の価格帯の土地取引が最も多いが、次いで 750 万円から 1,050 万円の価格帯が多い。
4 割強が 750 万円～ 1,250 万円の価格帯を占めており、1,000 万円前後の取引が多いことを示している。尚、2,000
万円以上の取引件数は 5.4％であり、年々減少傾向にある。

・ 総額別取引件数の割合（土地・建物）
　土地・建物の総額別取引件数の割合は、下図のとおりである。
　3,000 万円～ 4,000 万円の価格帯の取引が最も多いことが特徴的である。これは長野市よりも高額物件が動いて
いることを示している。500 万円～ 1,500 万円の価格帯の取引も多いが、この価格帯の取引は、その大半が中古物
件の取引によるものと推測できる。
　3,000 万円以上の取引の割合は長野市が 19.6％であるのに対して、松本市は 24.1％でありやや多い。市街化区
域内の土地平均単価も松本市の方が若干上回っている。
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　平成 26 年 10 月 17 日（金）～ 18 日（土）の日程で、
阿智村昼神温泉において公益社団法人岐阜県不動産鑑
定士協会との合同研修会を開催しました。
　公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会のブロッ
クが異なることから、隣接県でありながら従来交流の
機会が無かったわけですが、両士協会にとりまして初
めての合同研修会となりました。
　　一日目第一部は阿智村の地域活性化について、第
二部は鑑定評価に関する研修と意見交換を行い、二日
目は満蒙開拓平和祈念館の視察を行いました。具体的
な研修日程・内容は、次頁のとおりです。

　一日目研修会の参加人数２９名で懇親会参加人数
２５名、二日目視察の参加人数２２名で、研修内容も
充実し、さらに懇親も深めることができました。
　恙なく、また盛大に開催されましたことは、一重に
講師をご快諾頂きました阿智村観光協会会長の岡庭一
雄様（阿智村前村長）と阿智村協働活動推進課課長林
茂伸様、また講師を担当した不動産鑑定士の各会員、
そして合同研修会開催に御協力頂きました（公社）岐
阜県不動産鑑定士協会会長久保輝様、寺沢先生始め両
不動産鑑定士協会の執行部と参加者等の皆様の御協力
に依ります。皆様に深く感謝申し上げます。　　

協会の活動内容

公益社団法人岐阜県不動産鑑定士協会との合同研修会の開催について
一般社団法人 長野県不動産鑑定士協会 会長 宮原 一繁

研修会場

満蒙開拓平和記念館前にて 阿智村 信濃比叡
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協会の活動内容：公益社団法人岐阜県不動産鑑定士協会との合同研修会の開催について



24

協会の活動内容：公益社団法人岐阜県不動産鑑定士協会との合同研修会の開催について
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　平成 26 年度における総財務委員会の活動内容は、以
下のとおりです。

①理事会の運営・その他会議の円滑な実施のサポート
②一般認可法人化に係る対応
③一般社団法人化に向けた会計処理の整備等
④財務状況の改善等

（１）①ついては、定期的に理事会を実施し、審議の効
率化に努めます。理事会報告では理事会における検討・
協議・決議・報告事項等をできるだけ簡潔・迅速に会
員の皆様へ報告できるように心がけます。また、委員
会横断事業等その他会議の円滑な実施のサポートを進
めてまいります。

（２）②～③については、一般認可法人に移行したこと
に伴い、事務全般を整備し、情報開示等関係法令の遵
守に努めます。また、新公益法人制度会計基準に対応
した会計ソフトを導入していますが、引き続き簡潔で
分かり易い会計処理と財務情報の提供に努めます。ま
た、会計処理の流れを実態に合わせより理解し易くす
るために、勘定科目の一部につき継続若しくは変更を
含め、理事会にて整理検討を進めて参ります。

（３）④については、平成 26 年度予算は、固定資産税
評価替えのない平年度として、一般社団法人化後初め
ての予算となることから、現状の自然体としての収支
状況を把握し見極める年度とし、中長期的スパンを見
据えて見通しが立つことに主眼を置きました。引き続
き財政の透明性、公益性、健全性に配慮した適正な予
算執行、不断の経費削減に取り組み、持続可能な財政
運営に努めて参ります。

（４）最後に、当協会は平成 25 年 4 月 1 日より新法人
としてスタート致しました。とりわけ財務面では独自
事例を除き閲覧料収入がなくなることによる自主財源

（３年に一度の固定評価替え事務管理委託手数料等）の
確保と経費節減の両立が求められています。このよう

委員会事業計画報告

総財務委員会
委員長 今牧 一宏

な状況下、新法人設立後における移行期特有の人件費
をはじめとする臨時的な支出は増加傾向にありますが、
いずれにせよ本年度は中長期的な視点に立って収支バ
ランスの状況を見届ける年であると考えます。合理化
策の一環としてすでに行われているところではありま
すが通知連絡のためのメールの多用等、皆様には様々
なご負担をお願いすることもあろうかと存じます。今
後ともご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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　公益事業委員会の活動内容は次のとおりです。

１. 研修会の開催

　１０月８日に長野市のメトロポリタン長野において
「改正不動産鑑定評価基準等及び倫理に関する研修会」
というテーマで研修会（準集合研修）を開催しました。
　１０月１７日、１８日に阿智村において公益社団法
人岐阜県不動産鑑定士協会との合同研修会を開催しま
した。阿智村前村長の岡庭一雄様から「阿智村の地域
活性化」、阿智村協働活動推進課課長の林茂伸様から「地
域自治を担う力が育つ村」というテーマでご講義頂い
たほか、両鑑定士協会会員を講師として様々なテーマ
について有意義な研修が行われました。なお、詳細に
ついては「公益社団法人岐阜県不動産鑑定士協会との
合同研修会の開催について」をご覧ください。

２. 無料相談会の実施

（１） 定例不動産無料相談会
　毎月１回の定例日を設けて長野、松本、上田、飯田
などの主要会場で不動産無料相談会を実施しており、
不動産鑑定士のローテーションにより相談活動を行っ
ております。

（２） 地価公示普及月間における不動産無料相談会（４
月１日〜 3 日）
　地価公示普及月間の行事の１つとして、長野、松本、
上田、飯田、伊那、佐久の６市において実施いたしま
した。相談内容は価格水準など価格に関する相談が６
割を占め、次いで相続等の税務に関する相談、地代等
賃貸借に関する相談がそれぞれ１割の順になっていま
す。

（３） 秋の不動産無料相談会（１０月１日、2 日、6 日）
　毎年、国土利用計画法による地価調査基準地価格発
表後に不動産無料相談会を開催しています。今年も、
各市役所、商工会議所等のご協力を頂き、長野、松本、
上田、諏訪、須坂、駒ヶ根、佐久の７市において実施

委員会事業計画報告

公益事業委員会
委員長 金子和寛

いたしました。相談内容は５割が価格水準など価格に
関する相談で、次いで相続等の税務に関する相談が３
割、権利関係等賃貸借に関する相談が１割の順になっ
ています。
　なお、定例無料相談会の相談日、最寄り会場などに
つきましては協会ホームページをご覧ください。

３. 地価調査書の発行

　パソコン及び情報伝達ツールの普及が進む中で、時
代に即応した情報伝達方法に変更するため、昨年度よ
り PDF 版として発刊しましたが、今年度は地価調査基
準地と地価公示標準地の色を変えるとともに、地図上
に変動率を記載しより使いやすいものにしました。ま
た、昨年発刊した 4 圏域版と価格編のみについては需
要が極めて少なかったことから、今年度は全県版のみ
の発刊と致しました。

４. 広報誌「鑑定しなの」発刊

　当協会の広報誌「鑑定しなの」の発刊にあたり、協
会活動報告等を中心に、対外的に情報発信していける
ような内容を心がけました。
　ＰＤＦ版でＷＥＢでの公表も３年目となりました。
検討課題もありますが、今後も内容の充実を図りなが
ら発行を続けていく所存です。

５. 協会ホームページ運営

　当士協会活動の告知の場として、タイムリーな更新
に努めました。無料相談会の告知、様々な研究成果物
に加え、近年は「鑑定しなの」、「地価調査書」を PDF
化したことにより、ホームページをご覧頂く機会が増
えていることから、分かりやすいホームページ運営を
心がけました。アクセス解析も行っていますので、分
析結果を反映した情報発信を行えるよう今後も内容の
更新を行って参ります。
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　平成 26 年度における評価研究委員会の活動内容をご
報告します。

１. 取引事例閲覧制度について

　前年度に始まった事例管理・閲覧システム（Rea-Jirei）
の全国運用について、会員がスムーズに制度を利用で
きるように対応作業を引き続き行いました。具体的に
は、当制度の開始に伴い連合会及び士協会には①事例
データ登録業務、②士協会事務局閲覧室事務、③士協
会会員管理業務、④利用者管理業務、⑤閲覧費用請求
業務の業務が発生します。士協会においては①～③の
業務を連合会と連携して行いました。

２. 事例分析について

　毎年行っている取引事例分析を今年も引き続き行い
ました。
　本年も国土交通省の発表している不動産取引価格情
報（ 土 地 総 合 情 報 シ ス テ ム：http://www.land.mlit.
go.jp/webland/）にてダウンロードできるデータを
用いて分析を行い、長野市及び松本市の住宅地につい
て、①市街化区域又は市街化調整区域の平均単価の推
移、②総額別取引件数の割合（土地のみ）、③総額別取
引件数の割合（土地・建物）の 3 項目を分析していま
す。分析内容については、本号に掲載しておりますので、
詳細は該当頁をご覧ください。

委員会事業計画報告

評価研究委員会
委員長 真子 浩

３. 調査研究事業について

　その他の調査研究事業としまして、鑑定評価業務の
役に立つ一般的要因資料の整備を行いました。具体的
には、人口・世帯数・高齢化率・土地取引件数等の各
種データを整備し、会員に配布することができました。
これからも会員の要望等の必要に応じて参考となる経
済データを検討し、鑑定評価作業に役立つデータ整備
を行っていきます。
　昨年行いました長野市及び松本市の中心市街地にお
ける商業ビル空室率調査につきましては、概ね 3 年に
一度調査を行うこととし、本年は準備期間に充てまし
た。次回の調査をより良いものとするためにも、検討
を続けていきたいと考えています。
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　当委員会は、公的土地評価相互の均衡化と適正化を
図ること等により、社会的公共的な役割を果たしてい
くために、市町村と鑑定評価員、鑑定評価員相互の公
的評価業務を円滑に遂行できるような環境づくりを進
めてまいります。
　今年度は、平成 27 年度固定資産評価替えに係る標準
宅地の鑑定評価が行われた翌年で、当該鑑定評価結果
を受けて平成 27 年度評価替えが円滑に実施され、また、
前年の基準宅地等の価格検討に関するブロック会議の
開催及び検討結果等を踏まえ、次回（平成 30 年）評価
替えに向けた体制整備のため、以下の事業を実施しま
す。

1. 特定種別（大工場地、ゴルフ場、工場地、別荘地、
温泉地等）の地価情報の整備

　大工場地（5 万㎡以上）については、連合会公的土
地評価委員会の全国の大工場地の標準宅地のアンケー
トの実施にあわせて県内の大工場地の標準宅地のアン
ケートを実施し、その結果を鑑定評価員に情報提供し
ました。
　その他のゴルフ場等については、次回評価替えや時
点修正の参考資料とし、また、接点調整や特殊用途の
価格バランスの検討会議の準備を進めることを目的に、
平成 26 年 11 月 26 日付で固定資産鑑定評価員にアン
ケートを実施しました。結果が纏まり次第情報提供す
る予定です。

2. 価格バランス検討会議の運営や
　資料作成について

　平成 26 年 7 月 11 日に公的土地評価委員会を開催し、
価格バランス検討会議の運営方法や会議資料の作成等
について検討しました。鑑定評価の年は多忙なことか
ら、接点調整の地図の作製等は事前に作業を進めるこ
ととしました。他県においては、接点調整に必要な地
図情報システムを開発する動きもありますが、当会に
おいては、検討会議で使用する地図のみの整備とし、
様式は、Mapple あるい国土地理院の地図をベースにエ

クセルデータを貼り付ける形式とすることに決定しま
した。当該地図の作製等の準備は今年度から進めてお
ります。

委員会事業計画報告

公的土地評価委員会
委員長 塚田 賢治
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　平成２６年８月に入会いたしました岩瀬朋久（いわ
せともひさ）と申します。
　私は長野市上松に生まれ、今年４９歳になりました。
長野高校卒業後早稲田大学に入学し、東京で学生生活
を送りました。
　昭和６３年から八十二銀行に勤務し、平成２６年７
月に株式会社長栄に入社いたしました。
　銀行入社当時、銀行内ではスペシャリストを養成す
る機運が高まりつつあり、私自身も是非スペシャリス
トとして働きたいと思っておりましたので、平成３年
に社内公募試験を受け、平成４年１０月から長期研修
という形で、約３年にわたり日本債券信用銀行（現あ
おぞら銀行）と日本不動産研究所にお世話になりまし
た。
　当時は、研修させてもらいながら給料をもらってい
た身分でしたので、鑑定士試験一発合格という極度の
プレッシャーのなか、平日昼は仕事、平日夜と休日は
試験勉強という生活を送っておりました。
　平成８年２月に無事鑑定士登録することができ、そ
れと同時に銀行に戻り、その後は本部において担保評
価業務・営業推進業務・内部監査業務、営業店におい
て渉外業務・融資業務等全７部署で勤務いたしました。
本部での業務はいずれもデスクワークでは完遂しない
仕事であったため、ほぼ毎日のように営業店等に訪問
しておりました。営業店での業務は、松本営業部と大
阪支店では法人既存顧客営業を、大宮支店では法人新
規開拓営業を、新宿支店では法人融資統括を担当して
おりました。

　趣味はスポーツ観戦です。昔（高校時代）は野球をやっ
ていたのですが、寄る年波には勝てず、今は専ら見る
だけです。スポーツは全般に好きで特にこだわりはあ
りませんが、強いて挙げれば駅伝が一番のお気に入り
です。
　この度、縁あって当社で勤務することとなりました。
今はやりたかった仕事ができることに喜びを感じてお
ります。引続き地域社会の発展に全力を尽くしたいと
思っております。ただ、１８年余りにわたり不動産鑑
定評価業務から遠ざかっております。その間、不動産
鑑定評価基準は幾度も改正され、日々の業務において、
知識不足を痛感する毎日ですが、不断の勉強と研鑽に
努め、頼りになる不動産鑑定士を目指します。
　諸先生方におかれましては、何卒、ご指導ご鞭撻の
程よろしくお願いいたします。

新入会員

岩瀬 朋久
 （株）長栄・長野市
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　平成 26 年 9 月 15 日、自宅で子供と遊んでいた私の
携帯電話に見たことが無い電話番号が表示されました。
電話主は北村先生の奥様で、前日 9 月 14 日午後 13 時
に北村先生が逝去されたとの知らせでした。ここ一年
は入院されており、前年末にお見舞いに伺いましたが、
お話ができずそのままになっておりました。逝去の知
らせを受けたとき、もっとお会いしておけばよかった
と後悔しております。

　私が先生と初めてお目にかかったのは平成 8 年の冬
でした。当時勤務鑑定士であった私は事務所で一人留
守番をしながら業務を行っていたところに北村先生が
書類を携えて来訪されました。

「これ、渡しといて」それだけ言うと持ってきた書類を
手渡し、さっさと帰ってしまわれました。其の時の正
直な第一印象は「とっつきにくい人だなあ」というも
のでした。
　それから暫くして私が不動産鑑定士第三次試験に合
格し、先生に挨拶させて頂いたとき、我がことのよう
に喜んでお祝いをして下さいました。お店は松本の老
舗泥鰌屋。チェーン店では決して体験できない、松本
の歴史と「大人の粋」を教えて下さいました。それか
ら折に触れてお誘い頂き、松本でお酒をご一緒させて
頂きました。先生はとても幅広い人脈をお持ちで、私
のような若輩者がお会いできないような方と引き合わ
せて頂いたことも数多くあり、それは今の自分の財産
となっております。

　先生はお酒の席でいつも口にされたことがあります。
「自分一人でできることなど限られているんだ。それよ
りも業界全体の利益を考えろ。その業界が潤うことが
大事なんだ。そこに自分も入っていれば自然と浮き上
がってくるよ。だから業界の為に頑張りなさい。」

「新しく入ってきた人も食べていけるようにしていかな
くちゃいけない。」
正直、当時は解りませんでしたが、長野県の不動産鑑

定業界に入会して 18 年、独立開業して 12 年が経過し
た今、当時の先生のお言葉の意味が心から実感できま
す。私のような若輩者が見知らぬ土地でまがいなりに
も食べていけているのは、先生を始め業界の草創期の
先輩方が、大きなお心でその土台を正しく作って下さっ
たからなんですね。その恩恵はいまもこの地域に根付
いており、ここ数年で独立した若い鑑定士も順調に伸
びています。

　また、先生はラジオ小説を聞くお洒落なインテリジェ
ンスもお持ちでした。
そして春には山菜、秋にはキノコを携えて松本まで来
て下さり馴染の店で料理した山の幸を肴にお酒をご一
緒させて頂きました。先生はお酒そのものよりも、宴
席の雰囲気がお好きだったと思います。持参した山菜、
キノコを隣に座った見知らぬお客さんにも振る舞い、
いつの間にかお店全体が楽しい雰囲気に包まれている、
そんな楽しいお酒でした。
　また、先生は女性と子供にとても優しい方でした。
私の事務所をはじめ、訪問先には必ず何かしらのお菓
子を持参して下さいました。いつだったか現場調査を
ご一緒させて頂いたときその理由を教えてくださいま
した。

「我々男が外にでて仕事ができるのは、裏で事務員が
しっかり支えてくれているからだよ。自分のところだ
けでなくよその事務員も大事にしなさい、ひいてはそ
れが良い仕事に繋がっていくから。」
私は先生から教科書や、ものの本には載っていない大
切なことを教えて頂き、それは今の自分の土台となっ
ています。

　多くのことを教えて頂きましたが、大した恩返しも
できないまま逝ってしまわれたことが残念でなりませ
ん。きっと今頃は天国で村澤先生、小林先生、竹村先生、
渡邉先生と久々に再会し、５人でお酒を酌み交わして
いらっしゃることと思います。

追悼文

北村等先生を偲んで
茅野 武弘
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　今、私達にできることは先生が安らかにお休みする
ことを祈るだけです。
　どうぞ空の上から私たちを見守って下さい。そして
業界のことを思い出したら、こちらにも目を向けて見
て下さい。先生の薫陶を受けた後輩達が頑張っている
姿をお見せできると思います。
　先生に出会えたこと、教えをうけたことはお世辞で
はなく全てが私の財産となっています。今、私に言え
ることは月並みですが

「心より感謝します。ありがとうございました」です。
　
　

どうぞ安らかにお休みください。

追悼文
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会員名簿

社団法人長野県不動産鑑定士協会　正会員名簿

個人会員（５２名）

（平成２6年１2月１日現在）【不動産鑑定士】

会員名
所属事務所名 電話番号

会員名 〒 所在地 ＦＡＸ番号

赤羽根　資裕
 (有) 大蔵不動産鑑定所 TEL 026-234-2803

380-0865 長野市長野花咲町1250-5 FAX 026-234-2813

朝倉　宏典
八ヶ岳ライフ（株） TEL 0266-72-5880

391-0002 茅野市本町西5-23 FAX 0266-72-5884

畔上　　豊
畔上事務所 TEL 026-214-3785

380-0803 長野市三輪8-53-12 FAX 026-214-3786

今牧　一宏
 (有)今牧不動産鑑定 TEL 0265-56-0207

今牧　一宏

岩瀬　朋久

395-0821 飯田市松尾新井6932-5 FAX 0265-56-0208

 (株)長栄 TEL 026-227-2233

380-8568 長野市岡田町178-2 長野バスターミナルビル3F FAX 026-227-2239

 (有)大建 TEL 0267-24-6188
大井　邦弘

384-0032 小諸市古城1-5-13 FAX 0267-22-1950

（株）八十二銀行　融資統括部 TEL 026-224-6285
大井　　岳

380-8682 長野市岡田178-8 FAX 026-225-8729

奥原　　清
奥原不動産鑑定事務所 TEL 0263-50-8254

399-8102 安曇野市三郷温504-18 FAX 050-3730-1922

奥村　　淳
 (有) ながの鑑定 TEL 026-228-5662

380-0823 長野市南千歳2-15-3 FAX 026-228-2744

奥村　節夫
富士不動産コンサルティング TEL 0265-23-5187

395-0801 飯田市鼎中平2378-3 FAX 0265-22-9839

大日方　一成
（株）信濃不動産鑑定事務所 TEL 0263-36-5020

390-0814   松本市本庄2-3-18　不動産情報センタービル2階 FAX 0263-36-3280

金井　久雄
 (有) 長野不動産鑑定センター　 TEL 026-283-0555

381-2226 長野市川中島町今井676-3 FAX 026-283-0581

金子　和照
 昭和不動産鑑定（株） TEL 0268-24-1110

386-0022 上田市緑が丘1-27-59　　　　　　　　　　　 FAX 0268-22-0065

金子　和寛
 昭和不動産鑑定（株） TEL 0268-24-1110

386-0022 上田市緑が丘1-27-59　　　　　　　　　　　 FAX 0268-22-0065

一般社団法人 長野県不動産鑑定士協会 正会員名簿

個人会員 (52 名 )
【不動産鑑定士】 ( 平成 26 年 12 月 1 日現在 )
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会員名簿

会員名
所属事務所名 電話番号

〒 所在地 ＦＡＸ番号

金子　  剛
  昭和不動産鑑定（株） TEL 0268-24-1110

386-0022 FAX 0268-22-0065

久保田　修二
（株）久保田不動産鑑定所 TEL 0268-25-2311

386-0011 上田市中央北2-6-17　　　　 FAX 0268-25-2305

 (同) 斎藤不動産鑑定 TEL 026-262-1855
381-0014 長野市北尾張部765　相互第2ビル2Ｆ  　　 FAX 026-262-1856

嶋田　孝一
 (株) 長栄 TEL 026-227-2233

380-8568 長野市岡田町178-2　長野バスターミナルビル3Ｆ FAX 026-227-2239

下平　智行
 (株) イスズ・ネイチャー TEL 0265-98-8505

399-4301 上伊那郡宮田村2663 FAX 0265-98-7662

清水　洋一
 (有) 清水不動産鑑定事務所 TEL 026-235-8900

380-0838 長野市県町484-1 センターボア 　　 FAX 026-235-8540

高橋　達幸
 (有) あさま不動産鑑定 TEL 0267-42-7739

389-0104 北佐久郡軽井沢町軽井沢東181　　 FAX 0267-42-7588

高畑　　登
 佐久不動産鑑定事務所 TEL 0267-63-4005

385-0051 佐久市中込2402-5 FAX 0267-63-4005

髙山　久夫
 髙山不動産鑑定事務所 TEL 0263-36-2287

390-0877  松本市沢村3-8-35 FAX 0263-36-5760

茅野　武弘
 (有)茅野不動産鑑定 TEL 0263-40-3271

390-0852  松本市島立1054-15　吉澤ビル2Ｆ　204号室 FAX 0263-40-3272

塚田　賢治
一般財団法人 日本不動産研究所　長野支所 TEL 026-228-3444

380-0824 長野市大字南長野字石堂南1282-11　長栄第1ビル3階 FAX 026-228-3323

土橋　重麿
(有)ＤＡＮ不動産鑑定事務所

(株)信州不動産鑑定

TEL 0266-53-5646
392-0015 諏訪市中洲1601 FAX 0266-53-5298

寺沢　秀文
TEL 0265-24-6186

寺沢　秀文
395-0051 飯田市高羽町3-7-3  寺沢コーポ2Ｆ FAX 0265-23-3662

齋藤　　隆

　神頭不動産鑑定事務所 TEL 026-217-8008
381-0043　長野市吉田2-17-5 FAX 026-243-6939

　神頭　和志

上田市緑が丘1-27-59　　　　　　　　　　　

一般社団法人 長野県不動産鑑定士協会 正会員名簿
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会員名簿

会員名
所属事務所名 電話番号

〒 所在地 ＦＡＸ番号

内藤　武美
 内藤事務所 (有) TEL 026-244-1307

381-0014 長野市北尾張部842 FAX 026-263-8414

中村　康徳
 (有) 三長財産評価研究所 TEL 026-235-8812

380-0812 長野市早苗町77-2 FAX 026-235-8813

永山　博明
 (有) 永山不動産鑑定事務所 TEL 0266-41-3738

399-0421  上伊那郡辰野町大字辰野1616 FAX 0266-41-3748

楢原　邦雄
 楢原事務所 TEL 026-244-2897

380-0803 長野市三輪3-16-8 FAX 026-244-2897

西入　悦雄
（株）西入不動産鑑定事務所 TEL 0268-25-3597

386-0012 上田市中央1-3-13 FAX 0268-25-3539

西澤不動産鑑定事務所 TEL 026-234-2082
西澤　俊次

380-0802 長野市上松2-29-5-201 FAX 026-217-2306

 ちよだ鑑定 TEL 0268-23-5611
羽田　富雄

386-0032 上田市諏訪形510-6 FAX 0268-23-5612

（株）八十二銀行 深志支店 TEL 0263-33-4182
林　　克彦

390-0811 松本市中央2-8-1

（株）エステートコスモス TEL 026-283-1587
林部　敏弘　

381-2234 長野市川中島町今里688 FAX 026-291-1785

（株）都市開発研究所　伊那支社 TEL 0265-73-9377
平澤　春樹

396-0004 伊那市手良中坪1435-イ 

伊那市手良中坪1435-イ 

FAX 0265-74-9911

広部不動産鑑定事務所 TEL 0263-87-3961
広部　紘行

390-0827  松本市出川3-5-29　A202 FAX 0263-87-3962

 長野税務鑑定事務所 TEL 0265-88-2107
槇平　　章

399-3802  上伊那郡中川村片桐中央4362 FAX 0265-88-2686

（株）八十二銀行　本店営業部 TEL 026-227-1182
松下　正樹

380-8682 長野市岡田178-8

（株）都市開発研究所　伊那支社 TEL 0265-73-9377
真子　　浩

396-0004 FAX 0265-74-9911

（株）西入不動産鑑定事務所 TEL 0268-25-3597
西入　将光

386-0012 上田市中央1-3-13 FAX 0268-25-3539

一般社団法人 長野県不動産鑑定士協会 正会員名簿
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会員名簿

会員名
所属事務所名 電話番号

〒 所在地 ＦＡＸ番号

和田　幸史
 (株) 長栄 TEL 026-227-2233

和田　幸史
380-8568 長野市岡田町178-2　長野バスターミナルビル3Ｆ FAX 026-227-2239

御子柴　進次
  みこしば不動産鑑定事務所 TEL 0263-51-6767

399-6462 塩尻市洗馬257-12　まるき荘 FAX 0263-51-6768

三原　三千雄
（株）長野県不動産鑑定事務所 TEL 0263-33-7370

390-0874  松本市大手3-7-3　 FAX 0263-36-5199

宮坂　祐里
（株）信濃不動産鑑定事務所 TEL 0263-36-5020

390-0814  松本市本庄2-3-18　不動産情報センタービル2階 FAX 0263-36-3280

宮原　一繁
一般財団法人 日本不動産研究所　松本支所 TEL 0263-32-8871

390-0811  松本市中央2-1-27 松本本町第一生命ビルディング7Ｆ FAX 0263-32-8842

共信不動産鑑定（株） TEL 0268-25-2166

386-0022 上田市緑が丘3-18-17 FAX 0268-22-7686

矢崎　敏臣
（株）都市不動産鑑定事務所 TEL 0266-72-0678

391-0002 茅野市塚原2-5-17 FAX 0266-73-0788

山岸　一貴
（株）国土鑑定研究所 TEL 0263-88-5906

390-0877 松本市沢村3-3-14南棟 FAX 0263-88-5907

（株）信濃不動産鑑定事務所 TEL 0263-36-5020

390-0814  松本市本庄2-3-18　不動産情報センタービル2階 FAX 0263-36-3280
丸山　　健

一般社団法人 長野県不動産鑑定士協会 正会員名簿
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　このたび「鑑定しなの」第 21 号を無事に発刊することができました。
本号の発刊にあたり、お忙しい中、特集記事、寄稿文等を執筆していただいた皆様をはじめ、ご協
力くださった皆様に心より感謝申し上げます。
　内容としては、例年どおりの取引事例分析に加え、協会活動の報告等を掲載し、本誌を充実した
内容とすることができました。
　PDF 版として発行し、3 年目となりました。まだまだ検討課題はありますが、当会の活動内容を
発表する貴重な広報誌として、今後も協会のＰＲ等に役立てられるような内容を心がけ、発刊を行っ
ていく所存です。
　表紙の写真を提供してくださった高橋達幸先生、各原稿を快く引き受けていただいた皆様、事務
局職員の皆様には改めて委員一同深く感謝申し上げます。

　なお、編集等を担当させていただいた公益事業委員会のメンバーは次のとおりです。

委員長　金子 和寛
委　員　畔上 豊、寺沢 秀文、奥村 節夫、宮本 吉豊、茅野 武弘、平澤 春樹、広部 紘行、下平 智行、  
　　　   金井 久雄、西入 悦雄、御子柴 進次、宮坂 祐里 、金子 和照、和田 幸史、高畑 登 、大井  岳、
　　　   林 克彦、嶋田 孝一、神頭 和志

編集後記

編集後記



一般社団法人 長野県不動産鑑定士協会
〒 380-0936 長野市岡田町 124-1 ( 株 ) 長水建設会館内

TEL.026-225-5228  FAX.026-225-5238
http://www.nrknet.or.jp/


